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   ロシア連邦によるウクライナへの侵攻に抗議する決議 

 上記の決議を別紙のとおり、鶴ヶ島市議会会議規則第１４条第１項の規定により提

出する。 

 

 

      提 案 理 由 

 令和４年２月２４日に、ロシア連邦がウクライナへ侵攻した。 

 これは、力による一方的な現状変更を認めないとする国際法・国連憲章に対する明

白な違反であり、国際社会の平和と安全と国際秩序の根幹を揺るがす暴挙として、断

じて容認することはできないものであるため、本決議案を提出するものである。 

 



   ロシア連邦によるウクライナへの侵攻に抗議する決議 

 

ロシア連邦によるウクライナへの侵攻は、力による一方的な現状変更を認めないと

する国際法・国連憲章に対する明白な違反であり、国際社会の平和と安全と国際秩序

の根幹を揺るがす暴挙として、断じて容認することはできない。 

ここに本市議会は、今回のロシア連邦によるウクライナへの侵攻に対し強く抗議す

るとともに、軍の即時撤収、国際法の遵守を強く求める。 

 以上、決議する。 

 

  令和４年３月 日 

 

 

鶴ヶ島市議会     


